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⑴ 計画策定の背景と目的

Q.自動車と歩行者が混在していますが、
危険だと感じますか？

＜出典：2012年、城崎温泉まちなか賑わい
再生研究事業での宿泊者アンケート＞

1

現 状

城崎温泉では、自動車交通と、外湯めぐり

や街歩きなどの歩行者が狭い道路上で集中

し、混雑するため、歩行者等の安全確保が課

題となっています。

特に観光客にとっては、城崎温泉来訪の目

的である外湯巡りを快適に行うことが難しく

なっています。

地域住民・関係事業者による取組み

2019年3月、「桃島バイパス」は兵庫県の社会基盤整備プログラムに位置付けられ、

整備方針が示されました。

桃島バイパスが整備されれば、城崎温泉に来訪する自動車交通を温泉街から迂回す

ることを可能にするため、このバイパスを活用したメイン通りの一方通行化や、フリ

ンジパーキングの整備等により温泉街の交通量を大きく削減し、歩行者の安全性を向

上させることができます。

このため協議会は、桃島バイパスを活用した交通施策と、交通課題の解決に向けた

地域住民・関係事業者の取組みを示し、来訪者・地域住民の“安全・安心なそぞろ歩

き”を実現することを目的とした「城崎温泉交通環境改善計画」を策定します。

この交通問題を解決し“安全・安心なそぞろ歩き”を実現するため、地域住民、関

係事業者団体、学識経験者、兵庫県、豊岡市で構成する交通環境改善のための「城崎

温泉交通環境改善協議会」（以下、協議会）を設置しました。

協議会で温泉街の交通実態の調査や意見収集を行い、地域住民・関係事業者と課題

を共有した上で、交通環境を改善するための協力や、意識改革を促す城崎温泉独自の

ルールをつくることなど、地域でできることから取り組みをはじめています。

交通環境改善計画の策定

第１章 計画の概要

危険88％



⑶ 計画の位置づけ

「城崎温泉交通環境改善計画」は、協議会が交通社会実験等を通じて城崎温泉

街の交通特性を分析し、交通課題とその解決方法について、地域住民、関係事業

者と共に考え、話し合いを重ねてつくった計画です。
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第1章 計画の概要

策定者＝地域住民・関係事業者

地域住民が主導し、城崎温泉街の活性化策をまとめた「城崎このさき１００年

計画」（平成16年12月 策定）では、「人がめぐれるまちをつくる」ということ

を計画目標に掲げており、温泉街中心部を迂回するバイパスの整備、交通抑制、

駐車場の整備などについて、地域住民・関係団体・TMO（まちづくり会社）など

が計画の実施と進行管理を進めていく方針を示しています。

また、「豊岡市都市計画マスタープラン」では、城崎温泉街の魅力向上と、来

訪者、住民にとって利便性の高い都市基盤の充実を図るため、(主)豊岡竹野線等

での無電柱化による歩きやすい歩行空間の確保や、桃島バイパスの早期事業化を

促進し、バイパスを活用した交通環境の改善に取り組むこととしています。

「城崎温泉交通環境改善計画」は上記の既存計画に掲げる交通環境の改善策を

具体化したものであり、計画の実施に向け、地域住民、関係団体が連携して取組

みを進める指針となります。

既存計画との関わり

計画の役割

⑵ 計画の構成
計画は、交通課題を解決するため、次の４つの施策に取り組むことを示して

います。

1. 地域住民・関係事業者の協力や意識改革

2. そぞろ歩きの安全性の向上施策

3. 温泉街への車両流入抑制施策

4. 公共事業の促進
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第1章 計画の概要

計画の位置付け概要図



⑷ 計画の対象区域
計画の対象とする区域は、城崎大橋の架け替えや桃島バイパスの整備を見据えた影

響範囲を考慮し、城崎温泉街全域を対象とします。

その中でも、観光客及び地域住民が安心して「そぞろ歩き」を楽しむことを実現し

たい区域として、多くの旅館や商店が立地し、７つの外湯をめぐる範囲を中心とし

た、湯の里通り、南柳通り、北柳通り、駅通り、木屋町通りを「歩行者中心の街路を

構築すべきエリア」として定めます。

【 計画の対象区域図 】

4

第1章 計画の概要

桃島バイパス

城崎大橋

計画対象区域

【 温泉街拡大図】

湯の里通り
木屋町通り
北柳通り
南柳通り
駅通り

【凡例】



城崎温泉は、山陰海岸国立公園の東側、兵庫県の北東部に位置しており、京阪

神からは特急・車で2時間から3時間の距離にあります。

約1300年の歴史を有し、一の湯や王橋、また大谿川沿いの太鼓橋、柳並木、木

造三階建て旅館の町並みは、城崎を代表する風景として知られ、駅通りは土産店

などで賑わっており、近年では多くの外国人観光客が来訪しています。

5

⑴ 温泉街の概況

第２章 城崎温泉の概況

地理院地図
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城崎地域の人口は1965年の6,262人をピークに、その後は緩やかに減少してお

り、人口減少と共に生産年齢人口の比率低下による地域経済の疲弊が懸念されま

す。

⑵ 人口の推移

＜国勢調査より＞
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① 交通事故の特徴

歩行者が多いエリアの交通事故データから特徴を整理すると、交通量の増加と共

に事故が増加していることが分かります。円滑な交通と歩行者の安全確保が課題と

なっています。

＜出典：ETC2.0プローブ情報 2019.3月～8月（6ヵ月）＞＜交通事故分析範囲（2014年～2019年）＞

・事故の発生場所 ＝ 湯の里通り、地蔵湯前交差点周辺に集中

・事故の発生件数 ＝ 年平均5件程

・事故の発生時期 ＝ 冬が47％

・事故の発生曜日 ＝ 週末（土曜日、日曜日）が47％

・事故の発生時間帯 ＝ 昼間の時間帯（11時～17時）が多い

・事故の程度 ＝ 軽傷事故が88％

・事故の当事者分類 ＝ 歩行者と自動車の事故が56％

【事故データの分析範囲】 【事故の発生場所】
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第３章 城崎温泉の課題
⑴ 交通の課題
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第3章 城崎温泉の課題

② 自動車交通等の特徴

交通量調査等の結果から城崎温泉の自動車交通の特徴を整理すると、自動車

交通の多くは市内を発着し、温泉街の中を移動する内々交通が多いことが分か

ります。交通量増加時における地元関係車両の削減や、地区外から流入する自

動車交通を桃島バイパスに転換することで、交通環境の改善につながると考え

られます。

❶交通流動の発着地：豊岡市内を発着とする交通が61％

❷城崎温泉への出入り交通：

・城崎温泉地区内での移動（内々交通）が42％

・城崎温泉と竹野の通過交通は1％

❸時間帯別交通量：12時に減少し、その後14～17時台にかけて増加する

❹地点別交通量：御所の湯前（湯の里通り）の交通量が最多

＜出典：2010年 近畿圏パーソントリップ調査＞

＜集約OD量の内訳（2019.11.16（土））＞

【時間帯別交通量】

 -
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＜車両交通量の推移（2019.11.16（土）） ＞ ＜自動車、歩行者交通量（2015年8月10日(月) ）＞

【地点別交通量】

旧城崎町
6%

豊岡市
（旧城崎町以外）

55%

大阪府
17%

兵庫県
（豊岡市以

外）
16%

京都府
5%

和歌山県
1%

【交通流動の発着地】

内外交通
57%

内々交通
42%

通過交通
1%

【城崎温泉の出入り交通】

地点
（路線名）

自動車交通量 歩行者交通量

　鴻の湯前 3,783台     2,035人     

　御所の湯前
（湯の里通り） 4,990台     5,305人     

　柳湯橋北
（北柳通り） 1,117台     3,985人     

　柳湯橋南
（南柳通り） 4,578台     2,509人     

　地蔵湯橋北
（北柳通り） 1,007台     1,105人     

　地蔵湯橋南
（南柳通り） 4,250台     795人       

種類

通過交通 温泉街を通過する交通

内々交通 温泉街の中を移動する交通

内外交通 温泉街とその他の地区を移動する交通

解説
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第3章 城崎温泉の課題

③ 歩行スペースの確保

駅通りを除いて、主要な道路の道幅は7ｍ程度であり、車道はセンターラインの

無い相互交通となっています。そのため、バスなどの大型車同士がすれ違う際

や、路上駐車の発生により道幅が狭くなると停滞し、車列ができることになりま

す。その結果、安全で快適な走行が妨げられることになります。

また、路肩には電柱が多く、温泉街の景観を損ねていることに加え、歩行者ス

ペースに設置されているため、そぞろ歩きを楽しむ人々の障害となっています。

現在事業中の無電柱化により電柱を撤去すると共に、桃島バイパスの整備に併

せてメイン通りを一方通行化することで歩行スペースを確保することができ、歩

行者の安全性の向上につながります。

＜湯の里通りの電柱の状況＞

【 南柳通り 】 【 湯の里通り 】



駐停車による
人・車への通行阻害

駐停車

④ 交通環境の改善に向けた社会実験の結果

城崎温泉街の交通環境を改善する施策を検討するため、「歩行空間の拡大社会

実験」と「駐停車の抑制社会実験」を実施し、交通環境の改善につながる効果を

検証すると共に、今後の取り組み方針を検討しました。

第3章 城崎温泉の課題

【歩行空間の拡大】

湯の里通り

【駐停車の抑制】 対向車の存在

後続車が停滞

社会実験の区間

9

歩行空間の拡大
（2018.2.21～3.22）

駐停車の抑制
（2019.9.11～9.15）

実験の内容

・区画線を内側に50cm絞り込み、歩
行空間を拡げる。

（車道幅員で合計で1ｍ狭くする）

・交通量ピーク時間帯(14時～18時)
の駐停車を控えるよう、地域住民・
関係事業者に協力を依頼。

実験の目的
・通行車両の速度減少など、歩行者

の安全につながる効果を検証する。
・駐停車の減少や、交通環境の改善
につながる効果を検証する。

実験の結果

・自動車交通への影響（走行速度、
停滞）は実験前後で大きな差は無
かった。

・並んで歩ける人数が2人から3人に
増えたが、路上駐車の存在により
観光客及び地域住民は危険である
と感じており、安全面に課題があ
る。

・自動車・歩行者交通量は増加したが、
駐停車回数・時間は減少したため、
協力を呼びかけることで駐停車を抑
制する効果があった。

・駐停車、対向車、歩行者の位置など
が交通停滞に影響する。

・歩行者数の増加と共に自動車の停滞
時間は長くなる。

その他
考察など

・路肩への駐停車が歩行者や車の通
行障害の要因になっていることを
確認した。

・停滞原因の多くに対向車の存在があ
り、一方通行化することで停滞の発
生を抑制できる可能性が高い。



城崎温泉の人々を引き付ける和風情緒の古い町並みは、多くの災害を乗り越え

て形作られました。

大正14年5月23日の北但大震災では街がほぼ全焼し、多くの死傷者が出る大災

害となりました。その後の復興では、将来の自動車交通や水害への対策として、

拡幅された道路・河川、防火帯を構成する鉄筋コンクリート造構築物が整備され

ました。

しかし、大規模化する災害により、交通網の弱さも露になってきました。

平成16年の台風23号は但馬全域に猛烈な雨をもたらし、円山川の下流域に位置

する城崎温泉は、増水によって陸の孤島となりました。

平成27年には、城崎町湯島大火（全焼8棟、半焼4棟、焼損約2,200平方メート

ル）が発生しました。緊急車両は現場にたどり着くのに時間を要し、迂回路が少

ないことも相まって、城崎温泉の交通網はマヒ状態に陥りました。

これらの苦い経験から、緊急時に円滑で効率的な輸送体制を確保できるよう、

道路ネットワークの整備・強化を図る必要があります。

＜北但大震災 地蔵湯付近から眺めた城崎温泉大焼跡＞

＜平成27年 城崎町湯島大火＞＜平成16年 台風23号 JR山陰本線＞
10

⑵ 防災の課題

第3章 城崎温泉の課題

課題 対策の方向性

緊急時における円滑な
輸送道路の確保

道路ネットワークの整備と、代替性の高い道路
網の構築を行政と連携して推進する。



観光市場は成長率の高い産業セクターであり、海外の観光客数の増加により、

今後も成長が期待されています。

城崎地域にとって観光は基幹産業であり、今後も観光振興を強化する必要があ

ります。

観光来訪者に関するデータからは、下表のとおり今後の城崎温泉の観光課題が

見えてきます。この課題に対する取り組みを進めるためには、無電柱化や桃島バ

イパスを活用した交通環境の改善策を通じて、“安全・安心なそぞろ歩き”を実

現し、まち全体の魅力を高めることが重要です。

11

【城崎温泉外国人観光客延べ宿泊者数の推移】

9,584 
13,877 

31,442 

40,345 
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50,783 
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【城崎温泉宿泊客の月別推移】

＜出典：豊岡市所管データ＞

＜出典：豊岡市所管データ＞

（人）

夏休み、カニシーズンと春と秋の
閑散期の差が大きい

増加が鈍化
傾向

【豊岡市観光来訪者の居住地域】

＜出典：豊岡観光イノベーション（来訪者アンケート）2019.4～2020.3＞
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近畿からの来
訪者が多い

⑶ 観光の課題

第3章 城崎温泉の課題

課題 取り組み方針

国内旅行の大半が関西圏からの来訪
であり、持続的な成長が困難

縮小する関西圏市場への依存から脱却
し、新規市場を開拓する

外国人宿泊者数が近年、鈍化傾向に
ある

重点的にインバウンドの宿泊誘客を行う

繁忙期と閑散期の差が大きい 閑散期の需要を喚起し、年間を通じた安
定的な雇用を創出する

“安全・安心なそぞろ歩き”の実現が不可欠



歩行スペースの
確保

頻発する
交通渋滞

駐車場の不足

交通マナーの
低下

迂回路の確保

歩行者と自動車
の事故が多発

①地域住民、関係事業者の協力と意識改革

・駐停車や車の使用を控える時間帯の設定
・交通マナーの向上

③温泉街への車両の流入抑制施策

・フリンジパーキングの検討
・公共交通機関との連携

“安全・安心なそぞろ歩き”を実現し、
人々が楽しみながらめぐれるまちづくりの推進

②そぞろ歩きの安全性の向上施策

・温泉街の交通量の削減
・歩行者の安全と円滑な交通の確保

課題 方向性

12

第４章 施策の内容

城崎温泉における課題を踏まえて、「“安全・安心なそぞろ歩き”を実現し、人々

が楽しみながらめぐれるまちづくり」を推進することを基本理念に置き、次のとおり

取り組む施策の方向性を定めます。

基本理念

⑴ 施策の方向性

④公共事業の促進
・無電柱化の早期完了
・桃島バイパスの早期着工
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基本理念を実現するための方向性を基に施策の概要をまとめています。

次項より、施策の具体的な内容を示していきます。

第４章 施策の内容

⑵ 施策の体系

基本
理念 方向性 施策概要

“
安
全

・
安
心
な
そ
ぞ
ろ
歩
き
”
を
実
現
し
、

人
々
が
楽
し
み
な
が
ら
め
ぐ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

地域住民、関係事業者の
協力と意識改革

・ 交通量が多い時間帯の駐停車の抑制

・ 交通量が多い時間帯の車の使用を控える

・ 町内駐車場の利活用

・ 道路交通法施行規則の再認識

そぞろ歩きの安全性の
向上施策

・ 桃島バイパスの整備による通過交通の排除

・ 湯の里通りの一方通行化

・ 地蔵湯前と大谿橋北から「西行き」大型車両進入禁止

・ 木屋町通りの安全対策

温泉街への車両の
流入抑制施策

・ フリンジパーキングの整備適地、規模の検討

・ フリンジパーキングの運営方法の検討

・ フリンジパーキングから温泉街への送迎システムの検討

・ 公共交通の利便性の向上

公共事業の促進
・ 無電柱化事業

・ 桃島バイパス



協議会では、交通社会実験等を実施し、温泉街の交通実態を調査した上で有

効な対策等について検討を行ってきました。

その結果等から、交通環境の改善には、交通量が多い時間帯において交通渋

滞の発生原因となる駐停車を削減することや、地域住民や事業者で車の使用を

控え、地区内を移動する車を削減することが有効であると分かりました。

今後は、地域住民・関係事業者の一人一人が地域全体のことを考え、より良

い地域づくりのために取り組んでいくことが重要です。城崎温泉の「共存・共

栄」の精神に基づき、地域住民・関係事業者による交通課題の解決に向けた取

り組みを「そぞろ歩きルール」として明文化し、城崎温泉独自の交通ルールと

して地域の生活に浸透することにより、“安全・安心なそぞろ歩き”を実現す

ることを目指します。

【交通課題における現状把握と対策】

「そぞろ歩きルール」の創設
（2020年12月1日から実施中）

地域住⺠・関係事業者による交通課題
解決に向けた取り組みが必要

14

⑶ 地域住⺠・関係事業者の協⼒と意識改⾰

第４章 施策の内容

① 「そぞろ歩きルール」創設の背景と目的

現状 原因 課題 対策

駐停車車両が自動
車、歩行者の通行
を妨げ、歩行者が
車道にはみ出す

交通量が多い時間
帯に運送業、卸業
等の車両が路肩に
停車し集配を行っ
ている

歩行者交通量ピー
ク時における駐停
車車両の削減

15時～18時の駐停
車を控える

温泉街で交通渋滞
が頻発

交通量の約4割が
地元関係車両によ
る「内々交通」で
ある

歩行者交通量ピー
ク時における地元
関係車両の削減

15時～18時の車の
使用を控える

交通量増加時に、
温泉街メイン通り
で自動車と歩行者
による事故が増加

狭小な道路幅員、
歩行者の多さ、駐
停車車両などの交
通障害の存在

常態化する交通違
反の削減

自動車運転マナー
の再認識



❶ 15時～18時の間、湯の里通り、南北柳通り、駅通りでの

◆ 駐停車を控える

◆ 車の使用を控える

❷ 町内駐車場の利活用

◆ 路上駐車は控え、町内駐車場を活用する

❸ 交通違反をしない（交通マナーの向上）

◆見通しの悪い場所や、長時間の駐停車をしない。

◆反対（右側）駐車をしない。

◆走行速度を守る（温泉街は30㎞/h以下）

【 そぞろ歩きルールの概要図 】
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② 「そぞろ歩きルール」の内容

第４章 施策の内容

③ 「そぞろ歩きルール」の啓発

ルールを風化させない取組みとして、地域住民・関係事業者の理解を深める

ための啓発活動を継続的に行います。

（啓発活動例：・ルールを掲載した活動広報誌の配布

・城崎温泉の各組合間で連絡調整の促進 など）

この取組みを継続することで、観光来訪者に対する公共交通機関の利用促進

など施策に繋げることや、桃島バイパスの完成時における円滑な交通の確保へ

の効果が期待できます。

「そぞろ歩きルール」は以下の内容で実施しています。



一の湯

地蔵湯柳湯

まんだら湯

さとの湯

円
山
川

湯の里通り

木屋町通り

大谿川→

南柳通り

北柳通り

駅
通
り

桃島バイパス

地蔵湯前

大谿橋北

城崎口

御所の湯

鴻の湯

城
崎
大
橋

第４章 計画の内容

⑷ そぞろ歩きの安全性の向上施策

① 湯の里通り「東行き」一方通行
② 地蔵湯前と大谿橋北から「西行き」大型車進入禁止
③ 木屋町通りの安全対策

第４章 施策の内容

※次項より、各施策の考え方を示します。

※温泉街全体が「安全で使いやすい道路」になるよう、今後も地域住民・関係者と

桃島バイパスの活用方法について協議を継続します。
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桃島バイパスが整備されると、現在の通過交通は温泉街の交通量から排除できるよ

うになると共に、メイン通りで一方通行化を取り入れることが可能になります。

「桃島バイパス」＋「交通環境の改善策」により『温泉街の交通量の削減』『歩行

スペースの確保』『円滑な交通の確保』を行うことで“そぞろ歩き”の安全性が向上

し、城崎温泉の更なる発展の基盤となります。

このため、“そぞろ歩き”をより安全で快適なものにするための施策として、桃島

バイパスの活用方法を以下のとおり定めます。

大型車

木屋町通り
安全対策

湯の里通り「東行き」
一方通行化

大型車

大谿橋から「西行き」
大型車進入禁止

地蔵湯前から「西行き」
大型車進入禁止

…そぞろ歩きの安全性
の向上施策

そぞろ歩きの安全性の向上施策の概要図

桃島バイパスの整備



「東行き」 「西行き」

桃島バイパス 約８６０台/３ｈ 約１０００台/３ｈ

約５１０台/３ｈ 約６００台/３ｈ

最大
滞留長

大谿橋交差点 北部流入部で最大１２０ｍ 北部流入部で最大１９０ｍ

月見橋⇒城崎温泉駅 ３分１３秒 ９分３４秒

城崎温泉駅⇒月見橋 ８分４９秒 ３分４８秒

王橋以西の旅館から駅に送迎する
際、最短距離で移動でき、到着時
間も読みやすい。

温泉街への経路が現在と変わらな
い。

温泉街への経路が変わり、桃島バ
イパスを通って温泉街の裏からの
アクセスとなる。

王橋以西の旅館から駅に送迎する
際、大谿橋交差点の滞留により到
着時間が読めない。

路線別
交通量 湯の里通り

区間別
所要時間

メリット

デメリット
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第４章 施策の内容

① 湯の里通り「東行き」一方通行

❶湯の里通りは自動車及び歩行者交通量が最も多いため、一方通行化により
交通量を削減すると共に、渋滞の発生原因である「対向車」の存在を無くし、
歩行スペースを確保することで歩行者の安全性を高めることができます。

❸所要時間や交差点での滞留などの影響を「東行き」「西行き」で比較した
とき、「東行き」の方が円滑な交通となります。

❹城崎大橋の架け替えや、基幹道路の整備による道路の将来的なネットワ
ークを見据え、円滑な交通経路を確保します。

❷旅館、商店、遊技場などが立ち並び、最も賑わいのある湯の里通りの安全
性を高めることで、まち全体の魅力が向上します。

温泉街への経路が変わり、桃島
バイパスを通って温泉街の裏か
らのアクセスとなる。

王橋以西の旅館から駅に送迎
する際、大谿橋交差点の滞留
により時間が読めない。

【 湯の里通り「西行き」一方通行 】【 湯の里通り「東行き」一方通行 】

凡例： 城崎温泉に到着する際のルート 城崎温泉から出発する際のルート

【 交通シミュレーション結果による湯の里通り一方通行の方向比較】

現況＝約1,090台/3h
桃島バイパスのみ＝約 720台/3h

参考
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第４章 施策の内容

② 地蔵湯前と大谿橋北から「西行き」大型車進入禁止

❶湯の里通りの「東行き」一方通行に伴い、一の湯前は一方通行と相互交通が
変則的に分かれる交差点となるため、大型車のUターン等による交通障害の発
生を防ぎます。

❶湯の里通り一方通行の迂回路として推奨するのではなく、なるべく使わない
よう地域住民、関係事業者に呼びかけを行い、生活道路としての安全及び散
策路としての風情を守ります。

❷通学路の安全性を見直し、湯の里通りへの変更を視野に入れ検討します。

③ 木屋町通りの安全対策

＜一の湯前交差点の大型車軌跡＞

❷道路幅員の狭い場所や、積雪時における大型車両の離合が無くなることで、
交通渋滞の発生を防止する効果が期待できます。

＜大型車の離合状況（湯の里通り）＞

＜木屋町通りの状況＞

約3.0m

❸観光客に対してはカーナビの案内に関する団体への要望や、注意看板の設置
などの対策を検討します。

❹上記の対策を講じた上でも交通環境の悪化が見られる場合、沿道の住民及び
事業者の許可車両以外の車両を進入禁止にすることを検討します。

❺木屋町通りに限らず、文芸館通りや桃島区内道路等においても迂回車両の増
加が予想されるため、視野を広げて安全対策を検討します。

一の湯

至:木屋町通り



フリンジパーキングは温泉街の外縁部に駐車場を設置し、温泉街への車両の流入

を抑制するものです。

車両の流入を抑制し、歩行空間を広げることで、徒歩・自転車・公共交通機関等

の利便性の向上を図り、歩行者や公共交通を優先したまちづくりを行うことが目的

です。
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⑸ 温泉街への⾞両の流⼊抑制施策

第４章 施策の内容

① フリンジパーキング検討の目的

フリンジパーキングの検討にあたっては、城崎温泉の駐車場の供給量、需要量を

把握した上で整備位置及び整備に伴う交通規制を行った場合の交通量予測を行い、

整備効果が高い場所や規模等について調査する必要があります。

今後、フリンジパーキングの整備や運営方法などについて城崎温泉関係者と協議

を進め、城崎温泉の魅力をさらに高めるためのフリンジパーキングのあり方につい

て議論を深めていきます。

② フリンジパーキング検討の手順

③ 城崎温泉街の駐車場状況

【 市営、民営駐車場の分布（時間貸し） 】

番号 名称 台数 種別

① パークステーション城崎町湯島第１ 20 民営

② 鴻の湯駐車場 19 市営

③ 城崎ロープウェイ駐車場 20 民営

④ みなとや石油駐車場 50 民営

⑤ 木屋町駐車場 33 市営

⑥ 城崎モータープール 150 民営

⑦ 駅前駐車場（さとの湯横） 40 市営

⑧ タイムズＪＲ城崎温泉駅前 11 民営

⑨ タイムズＢ城崎町大谷駐車場-1 15 民営

⑩ APパーク城崎 19 民営

377計
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第４章 施策の内容

「敷地外のみ」又は「敷地内外」に駐車場

を保有している旅館は49件で、全体の68％に

及びます。多くの旅館で敷地内に駐車スペー

スが無いため、旅館から離れた場所に駐車場

を確保する必要が生じています。

 軒数  軒数比  台数 台数比

 敷地内のみ 23 32% 589 38%

 敷地外のみ 23 32% 262 17%

 敷地内外 26 36% 704 45%

 計 72 100% 1,555 100%

【 旅館駐車場の分布 】

【旅館の 駐車場保有状況 】

お客様用 従業員等 計 お客様用 従業員等 計 お客様用 従業員等 計

A 12 169 77 246 12 54 66 181 131 312

B 13 101 42 143 76 22 98 177 64 241

C 18 64 14 78 93 50 143 157 64 221

D 21 75 24 99 72 40 112 147 64 211

E 1 13 0 13 4 0 4 17 0 17

小計 65 422 157 579 257 166 423 679 323 1,002

F 5 63 23 86 3 2 5 66 25 91

G 2 0 0 0 10 1 11 10 1 11

H 7 303 36 339 20 92 112 323 128 451

小計 14 366 59 425 33 95 128 399 154 553

計 79 788 216 1,004 290 261 551 1,078 477 1,555

敷地外 合計
ゾーン 旅館数

敷地内

旅館駐車場の分布図からは、温泉街での慢性的な駐車場不足から様々な場所に

駐車場が配置されていることが分かります。旅館～駐車場間を往復する車両の増

加や、温泉街の様々な場所において自動車の入出庫が発生するため、歩行者の安

全性が脅かされることが懸念されます。

【 旅館駐車場の台数 】



対象 旅館駐車場 市営・民営駐車場 合計

A〜Eゾーン 679台 343台 1,022台

城崎温泉全体 1,078台 377台 1,455台
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第４章 施策の内容

④ フリンジパーキングを整備する将来像

※乗用車1台当たりの必要面積＝20㎡（駐車場設計・施工指針より）

【 各ゾーンの駐車場台数 】

駐車場は、交通や賑わいなど、まちづくりそのものを大きく左右するため、目
指すべき将来像を明確にした上で、歩行者中心の街路を構築する区域や駐車場の
配置位置を検討する必要があります。整備・管理・運営計画等についても地域住
民、関係事業者と協力しながら十分に検討すると共に、公共交通機関との施策の
連携を深めることが重要となります。

今後の人口減少やIT通信のさらなる進化により、交通利用者のニーズは多様化
するものと思われます。景観や環境への配慮、移動弱者のための対策、より安全
で快適な交通関連施設のあり方など、単なる輸送手段を超えた社会の多様なニー
ズに応えるまちづくりの視点が求められています。

＜出典：城崎温泉まちなか賑わい再生研究事業
バークアンドライドの実現と歩行者で賑わう城崎温泉街のイメージ＞

台数 面積㎡ 台数 面積㎡ 台数 面積㎡

A〜Eゾーン 679 13,580 343 6,860 1,022 20,440

城崎温泉全体 1,078 21,560 377 7,540 1,455 29,100

対象
旅館お客様用

市営・民営駐車場
（時間貸し） 合計

【 フリンジパーキング面積の試算 】

現況の駐車場台数からフリンジパー
キングの面積を試算すると、A～Eゾー
ンの全観光客を対象とした場合、約
20,000㎡、日帰り観光客のみとした場
合は約7,000㎡となります。いずれに
しても広大な面積が必要になるため、
需要量の適正化を図り、真に必要な駐
車場面積を把握する必要があります。

城崎温泉全体で約1,500台分の来訪者
用駐車台数が存在します。
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無電柱化事業

【無電柱化による良好な景観形成（駅通り）】

城崎温泉街は道路上に電柱が多く、景観の改善、防災力の向上、歩行者の安全確

保のため、平成13年度より、県道及び市道の無電柱化が実施されています。

城崎温泉では景観形成基準を設け、地域で協力して景観を守ってきました。城崎

温泉がさらに素晴らしい景観となり、訪れる人々に感動していただけるよう、事業

の早期完成に向けて地域で協力していきます。

⑹ 公共事業の促進への協⼒

第４章 施策の内容

桃島バイパス

＜出典：城崎温泉まちなか賑わい再生研究事業 桃島バイパスのイメージ＞

桃島バイパス

桃島バイパスの整備により、安全な迂回路を確保すると共に、温泉街の通過交通の

排除と、メイン通りでの一方通行化が可能となります。これにより温泉街の交通量を

大きく削減し、“安全・安心なそぞろ歩き”の実現に向けて着実に歩みを進めること

ができます。

また、バイパス沿線の桃島地区に住宅地を提供することができれば、温泉街の発展

と連動して定住人口を増やし地域全体の活性化につなげることが期待できます。

桃島バイパスの実現は「未来への責任」と捉え、早期着工に向けて地域で協力して

いきます。
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第４章 施策の内容

基幹道路の整備

北近畿豊岡自動車道及び山陰近畿自動車道の整備による広域交通ネットワーク

の形成によって観光集客力が増し、観光産業の発展が期待できます。

さらに、災害時の代替路、緊急医療機関への搬送時間の短縮など、地域の安

全・安心な暮らしを支える基盤となります。

城崎地域への基幹道路の早期実現に向け、地域で協力していきます。

＜山陰近畿自動車道、北近畿豊岡自動車道の整備状況＞

城崎温泉

城崎大橋架け替え

現在の城崎大橋の狭小な幅員（4.5ｍ）と大型車通行制限（10ｔ）が解消される

ことで、円滑な交通を確保すると共に、橋脚が多く低い橋桁である現在の城崎大橋

を撤去することで治水安全度が向上します。

また、円山川の増水時に冠水することがある(主)豊岡瀬戸線の代替路を確保する

ことでアクセスが強化されます。

地域の防災及び活性化に多大な効果を発揮する城崎大橋の早期完成に向けて、

地域で協力していきます。

【城崎大橋完成イメージ図】【現在の城崎大橋】

＜参考：城崎地域で実施または計画されている道路整備事業について＞
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⑺ 施策の計画⾏程

第４章 施策の内容

施策を実施していくにあたって、施策の実施時期を短期・中期・中長期に分類し、

目安となる計画行程を定めます。

短期 中期 中⻑期
（５年以内） （５〜10年） （10年以上）

「そぞろ歩きルール」の設定・実施

「そぞろ歩きルール」の啓発

そぞろ歩きの安全性の
向上施策

地域住民、関係事業者の
協力と意識改革

公共事業の促進
無電柱化事業

桃島バイパス

地蔵湯前と大谿橋北から「西行き」大型車両進入禁止

木屋町通りの安全対策

温泉街への車両の
流入抑制施策

フリンジパーキングの検討

取り組む施策 施策概要

フリンジパーキングの整備

フリンジパーキングから温泉街への送迎システム

公共交通機関との施策の連携

湯の里通りの一方通行化
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第５章 施策の推進方法
⑴ 今後の取り組み

協議会は、地域住民・関係事業者と連携し、検討課題に対して柔軟に対応できる

体制をつくり、温泉街全体の交通のあり方について議論を深めていきます。

歩行空間を拡大し「そぞろ歩き」をより安全で快適なものにするため、温泉街の

車両の流入を抑制するフリンジパーキングの整備や、公共交通機関との連携による

公共交通の利便性の向上などについて検討を進めます。

また、2020年12月1日からスタートした「そぞろ歩きルール」の取り組みを促進

するため、ルールの啓発活動を継続的に行います。

今後も、必要に応じて行政、関係機関と連携し、実行力ある協議会の運営を目指

します。

【 今後の取り組みフロー図】

〈温泉街全体の交通のあり方の検討〉

①車両の流入抑制施策の検討

・フリンジパーキングの検討

・公共交通機関との連携

②そぞろ歩きルールの継続

地域住⺠、関係事業者

調整
意見
人材

城崎温泉交通環境改善協議会
検討

支援

今後の取り組み

兵庫県、豊岡市、関係機関



城崎温泉交通環境改善協議会は2016年6月に設置し、下記の地域住民及び関係事

業者団体、アドバイザー、オブザーバー、事務局で構成されています。

【地域住民・城崎温泉関係事業者団体】

城崎このさき100年会議、城崎温泉観光協会、城崎温泉旅館協同組合、豊岡市商工会城

崎支部、市城崎消防団、城崎中学校PTA、城崎小学校愛育会、城崎こども園、商業組

合、城崎町工業会、城崎鮮魚商組合、城崎温泉飲食店組合、城崎温泉物産組合

町内会長会、御所町内会、宮本町内会、元町町内会、柳町内会、喜多町内会、南上町内

会、駅前町内会、桃島町内会、

【アドバイザー】

土井勉氏（工学博士・元京都大学特定教授)

【オブザーバー】

兵庫県県土整備部交通政策課・但馬県民局豊岡土木事務所

【事務局】

豊岡市都市整備部建設課
（2021年3月現在）
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⑴ 協議会の構成

参考資料 協議会の活動

2016年に住民によるワークショップを開催し、“安全・安心なそぞろ歩き”に

ついての意見出しや取組の絞り込みなどを行い、住民の意志が詰まった計画づく

りを実施しています。

⑵ 施策の検討と意⾒収集

施策の策定過程において地域住民・事業者を対象とした「意見交換会」を開催

しています。出された意見を踏まえて協議を行い、施策を検討しています。

取組み状況や検討内容を地域住民・関係事業者に周知するため、「そぞろ歩き

ニュース」を発行しています。協議会の活動をオープンにすることで、地域住民・

関係事業者の当事者意識を醸成し、意見を出しやすい環境づくりを行っています。

ワークショップによる計画の立案

意見交換会の開催

活動広報誌（そぞろ歩きニュース）の発行
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参考資料 協議会の活動

協議会では民官学で課題等を共有し、アドバイザー・オブザーバーから専門的な

助言を得ながら地域の交通課題解決に向けた検討を行っています。

⑶ 活動の経過

【 協議会の主な活動実績 】

【協議会の活動フロー図 】

施策の決定
・そぞろ歩きルールの実施
・交通環境改善計画の策定

地域住民
関係事業者

説明・報告

意見

施策の立案
（住⺠ワークショップ）

・取組方針の決定
・社会実験の実施
・意見交換会の開催
・アンケート調査
・活動広報誌の配布

施策の検討

年度 主要テーマ 概　要

・安全・安心なそぞろ歩き実現のための意見収集

・温泉街での“安全・安心なそぞろ歩き”への取組みの大枠検討

2017年度
（平成29年度）

歩行空間拡大の社会実験
の実施

・歩行者及び自動車交通の実態把握

2018年度
（平成30年度）

歩行空間拡大の社会実験
の効果検証

・路肩への駐停車がそぞろ歩きと自動車交通の障害になることを確認

・地域住民・事業者の協力で実験時間中の駐停車が減少

・対向車の存在が停滞の原因になることを確認

そぞろ歩きルールの実施 ・地域住民、関係事業者の交通ルールを設定

交通環境改善計画の策定 ・桃島バイパスを活用した交通施策等の方針決定

2020年度
（令和2年度）

2016年度
（平成28年度）

協議会設立
ワークショップの実施

2019年度
（令和元年度）

駐停車抑制の社会実験の
実施と効果検証
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2016（平成28年）年度

2018（平成30年）年度

【 協議会会議の開催状況 】

実施日 会議等名 内容

2016.08.22 ワークショップ（第1回） そぞろ歩きしたい通りは？　（参加者22人）

2016.10.27 ワークショップ（第2回） そぞろ歩き実現の効果と課題　（参加者14人）

2016.11.21 ワークショップ（第3回） そぞろ歩きの道を実現するには？　（参加者17人）

2017.01.27 協議会（第1回） ワークショップの報告

実施日 会議等名 内容

2017.05.29 協議会　（第1回） 安全なそぞろ歩き促進のための実施施策の検討

2017.06.02 検討部会（第1回） 安全なそぞろ歩きの実現に向けた施策の絞り込み

2017.06.05 検討部会（第2回） 路線毎の実験の実現性についての検討

2017.06.15 検討部会（第3回） 行動素案の検討

2017.06.19 協議会　（第2回） 湯の里通りでの外側線引き直し社会実験の検討

2017.09.19 検討部会（第4回） 行動素案の検討と地元説明会についての調整

2017.10.04 協議会　（第3回） 湯の里通りでの社会実験実施の調整

2017.11.28 地元説明会 行動計画案の説明

実施日 会議等名 内容

2018.07.31 検討部会（第1回） 歩行空間拡大の社会実験結果の検証と確認

2018.08.10 協議会　（第1回） 歩行空間拡大の社会実験結果の報告

2018.10.19 検討部会（第2回） 社会実験の報告会、駐停車対策などについて検討

2018.11.18 社会実験報告会 社会実験の報告と今後の活動計画について説明

2019.01.31 検討部会（第3回） 報告会の結果と駐停車対策などについて検討

実施日 会議等名 内容

2019.06.17 検討部会（第1回） 駐停車対策と桃島バイパスの活用施策について
2019.07.24 検討部会（第2回） 駐停車の抑制社会実験について検討

2019.08.19 協議会　（第1回） 駐停車の抑制社会実験について実施内容決定

2019.10.31 検討部会（第3回）
駐停車の抑制社会実験の結果確認と対策の検討
交通環境改善計画の検討

2019.11.12 協議会　（第2回）
駐停車の抑制社会実験の結果の報告と対策協議
交通環境改善計画の方向性の確認

2020.01.17 意見交換会
駐停車の抑制社会実験の結果の報告
ルール（そぞろ歩きルール）の必要性
桃島バイパスを活用した交通施策の方針

2020.02.28 検討部会（第4回）
そぞろ歩きルールの内容の検討
桃島バイパスを活用した交通施策の方針検討

2020.03.05 協議会　（第3回）
そぞろ歩きルールの内容の確認
桃島バイパスを活用した交通施策の方針確認

2017（平成29年）年度

2019（令和元年）年度

2020（令和2年）年度

＜2016.10.27 ワークショップ＞

＜2020.10.18 意見交換会＞

＜2020.1.17 意見交換会＞

＜2018.11.18 取組報告会＞

参考資料 協議会の活動

実施日 会議等名 内容

2020.04.07 旅館組合理事会 そぞろ歩きルールについて説明
2020.06.26 検討部会（第1回） 意見交換会と交通環境改善計画について協議

2020.07.30 意見交換会 そぞろ歩きルールの内容
桃島バイパスを活用した交通施策の考え方

2020.09.04 検討部会（第2回）
そぞろ歩きルールの実施について検討
交通シミュレーションの結果報告と施策の検討

2020.09.25 旅館組合理事会 桃島バイパスを活用した交通施策について説明

2020.10.01 協議会　（第1回）
そぞろ歩きルールの実施について検討
交通シミュレーションの結果報告と施策の方針確認

2020.10.18 意見交換会 そぞろ歩きルールの実施について賛否を確認
桃島バイパスを活用した交通施策の方針を説明

2020.12.04 検討部会（第3回）
桃島バイパスを活用した交通施策の方針確認
フリンジパーキングの整備に向けた課題の検討

2020.12.21 協議会　（第2回） 桃島バイパスを活用した交通施策の方針決定

2021.01.25 そぞろ歩きルール連絡会議 事業者間でルールの取組について協議

2021.03.11 地元説明会 桃島バイパスを活用した交通施策について説明

2021.03.11 検討部会（第3回） 交通環境改善計画の概要確認



①城崎温泉街交通環境改善ワークショップニュース①（2016年９月）
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⑷ 活動広報誌

参考資料 協議会の活動



②城崎温泉街交通環境改善ワークショップニュース②（2016年11月）
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参考資料 協議会の活動



③城崎温泉街交通環境改善ワークショップニュース③（2016年12月）
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参考資料 協議会の活動



④そぞろ歩きニュース（2019年3月）
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参考資料 協議会の活動
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参考資料 協議会の活動



⑤そぞろ歩きニュース（2019年６月）
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参考資料 協議会の活動



⑥そぞろ歩きニュース（2019年8月）
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参考資料 協議会の活動



⑦そぞろ歩きニュース（2019年12月）
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参考資料 協議会の活動
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参考資料 協議会の活動



⑧そぞろ歩きニュース（2020年3月）
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参考資料 協議会の活動



⑧そぞろ歩きニュース（2020年8月）
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参考資料 協議会の活動



⑨そぞろ歩きニュース（2020年10月）
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参考資料 協議会の活動



⑩そぞろ歩きニュース（2021年2月）
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参考資料 協議会の活動
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⑩そぞろ歩きニュース（2021年4月）

参考資料 協議会の活動


